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決議Ⅶ決議Ⅶ決議Ⅶ決議Ⅶ....12121212    国際的に国際的に国際的に国際的に重要な湿地のリスト重要な湿地のリスト重要な湿地のリスト重要な湿地のリストの登録湿地：特定の締約国領土内にある特の登録湿地：特定の締約国領土内にある特の登録湿地：特定の締約国領土内にある特の登録湿地：特定の締約国領土内にある特
定湿地の状況を含めた、それらの公式記載、保全状況、管理計画定湿地の状況を含めた、それらの公式記載、保全状況、管理計画定湿地の状況を含めた、それらの公式記載、保全状況、管理計画定湿地の状況を含めた、それらの公式記載、保全状況、管理計画 
 
 
1. ラムサール条約第 2条 1が、「各締約国は、その領域内の適当な湿地を指定するものとし、指
定された湿地は、国際的に重要な湿地に係わる登録簿訳注に掲げられる」、また「湿地の区域
は、これを正確に...地図上に表示する」と述べていることを想起し、 

 
2. 同第 3条 1が、「締約国は、登録簿に掲げられている湿地の保全を促進するため、計画を作成
し、実施する」と明記していることを意識し、 

 
3. さらに同第 3条 2が、「各締約国は、その領域内にあり、かつ、登録簿に掲げられている湿地
の生態学的特徴が...、既に変化しており、変化しつつあり、又は変化するおそれがある場合
には、これらの変化に関する情報をできる限り早期に入手することができるような措置をと
る」よう、また「これらの変化に関する情報は、遅滞なく、...(ラムサール条約事務局に)
通報する」よう規定していることを意識し、 

 
4. ラムサールデータベースのために湿地の記載を提供する手段としての「ラムサール登録湿地
情報票」(以下「ラムサール情報票」、略称ＲＩＳ)を採択した勧告 4.7 に留意し、 

 
5. さらに、すべての登録湿地について「ラムサール情報票」と地図を確実に提出することを締
約国に求めた、決議 5.3 及びⅥ.13、さらにラムサール条約「1997-2002 年戦略計画」の実施
目標 5.3 に留意し、 

 
6. また湿地条約「1997-2002 年戦略計画」の行動 5.2.3 が、「第 8回締約国会議(2002 年)までに
各締約国の登録湿地の少なくとも半数で確実に、管理計画かそれに代わる機構が準備中ある
いは実施に移されているようにする」ことを目指している点に留意し、このことが 416 か所
の湿地、言い換えればラムサール登録湿地のうちの 44パーセントで実現していることを、本
締約国会議への国別報告書が示していることを歓迎し、 

 
7. また条約の第 3 条 2 に従い、管理活動の手引きとなり、生態学的特徴の変化の検出に役立つ
何らかの形のモニタリング制度が、358 か所の登録湿地(37 パーセント)で存在するという第
7回締約国会議の国別報告書に示される報告を歓迎し、 

 
8. 勧告 6.13 が、決議 5.7 により採択された「管理計画策定に関するガイドライン」の使用状況
を監視し、この分野での最近の進展を振り返るよう科学技術検討委員会に求めていることを
認識し、 

 
9. いくつかの締約国の領土内で、特定湿地に影響を及ぼす生態学的変化の問題に取り組むにあ
たり求められる多くの行動に言及した勧告 6.17 を想起し、 

 
10. 生態学的特徴が既に変化しており、変化しつつあり、または変化するおそれのある登録湿地
の「モントルーレコード」を確立した勧告 4.8 及び決議 5.4、及びモントルーレコード運用
のための手引きを追加した決議Ⅵ.1 を考慮し、 

 
11. またモントルーレコード適用の向上に関する、本締約国会議文書 13.3 に含まれる勧告を考慮
した上で、 

                                                   
訳注 国際的に重要な湿地のリストと同じ。 
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締約国会議は、 
 
12. 今行われようとしている(または計画中の)現行登録湿地の拡大と、近い将来または今後 3 年
間に行われる新たな登録湿地の指定に関する、以下 56か国からの国別報告書または第 7回締
約国会議において行われた声明を歓迎する。アルバニア(1か所)、アルジェリア(4 か所)、ア
ルゼンチン(1か所)、オーストラリア(4か所)、オーストリア(1 か所)、バングラデシュ(1 か
所)、ベルギー(1か所)、ブラジル(2か所)、カナダ(3か所及び既存の登録湿地の拡大 2か所)、
コスタリカ(2 か所)、エクアドル(新規 5 か所、拡大 1 か所)、エストニア(10 か所)、フィン
ランド(50 か所)、フランス(3か所)、ドイツ(1 か所)、グアテマラ(新規 3か所、拡大 1か所)、
ギニアビサウ(2 か所)、ホンジュラス(7か所)、ハンガリー(4か所)、インド(25 か所)、イン
ドネシア(3 か所)、イランイスラム共和国(2 か所)、イスラエル(4 か所)、アイルランド（19
か所）、ケニア(1 か所)、ラトビア(1 か所)、マダガスカル(1か所)、マラウイ(2 か所)、モン
ゴル(6 か所)、ナミビア(2 か所)、ネパール(3 か所)、オランダ（27 か所）、ニュージーラン
ド(3 か所)、ニカラグア(3 か所)、ニジェール(1 か所)、ノルウェー(12 か所)、パナマ(2 か
所)、パブアニューギニア(2 か所)、フィリピン(3か所)、ポーランド(5 か所)、韓国(1 か所)、
ルーマニア(8か所)、ロシア連邦（90 か所）、スロバキア共和国(2か所)、スロベニア(4か所)、
スウェーデン(新規 21 か所、拡大 9 か所)、スリナム(2 か所)、スイス(2 か所)、ガンビア(2
か所)、トリニダードトバゴ(1か所)、ウガンダ(3か所)、ウクライナ(10 か所)、イギリス(バ
ミューダで 7か所、英領インド洋領土で 1か所、英領バージン諸島で 1か所、スコットラン
ドで 1 か所)、ベトナム(3 か所)、ザンビア(7 か所)。またこれらの締約国に対し、既に実施
済みでない場合は、これら拡大される湿地 13 か所と新規 262 か所についての、完全に記入し
た「ラムサール情報票」と境界を示した地図を、できる限り早期にラムサール条約事務局に
提出するよう奨励する。 

 
13. またレバノン(第 115 番目の締約国)が 3 か所の登録湿地を指定しつつ加盟したこと、キュー
バもカリブ海島嶼国の中で最大の湿地である Cienega de Zapata の指定を提案し加盟を目前
にしているとの、本締約国会議中に受けた報告を歓迎する。 

 
14. 公式な記載が提出されていないか更新されていない、条約の公式使用言語である 3 言語のい
ずれかで記入されていない、または適切な地図が提出されていない登録湿地が、多数残って
いることに深い懸念を表する。 

 
15. 以下の締約国に対し、その最優先事項として、「ラムサール情報票」の様式に従い、また条約
の公式使用言語の一つを用いて、そうした記載が未提出の領土内 54 か所の登録湿地について、
記載を提出するよう求める(ラムサール第 7回締約国会議文書 13.3 の付属書 1 に示されると
おり)。アルジェリア(1 か所)、ベリーズ(1 か所)、ガボン(3 か所)、ドイツ(10 か所)、アイ
ルランド(23 か所)、イランイスラム共和国(1 か所)、モーリタニア(1か所)、モナコ(1か所)、
オランダ(10 か所)、スペイン(1 か所)、ユーゴスラビア(2 か所)。 

 
16. さらに以下の締約国に対し、その最優先事項として、地図が未提出の合計 8 か所の登録湿地
について、適切な地図を提出するよう求める(ラムサール第 7 回締約国会議文書 13.3 の付属
書 2 に示す通り)。バーレーン(1 か所)、インド(4 か所)、オランダ(2 か所)、旧ユーゴスラ
ビアのマケドニア共和国(1 か所)。 

 
17. 以下の締約国に対し、これまでに条約の公式使用言語以外の言語を用いた「ラムサール情報
票」を提出した合計 21 か所の湿地について、公式使用言語のいずれかを用いたものをできる
限り早く事務局に提出するよう要請する(ラムサール第 7 回締約国会議文書 13.3 の付属書 3
に示す通り)。ドイツ(18 か所)、オランダ(3 か所)。 
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18. さらに、ラムサール登録湿地の記載を更新していない以下の締約国に対し、その最優先事項
として、最新の「ラムサール情報票」を用いて、合計 29 か所の湿地につき登録湿地記載を更
新するよう要請する(ラムサール第 7回締約国会議文書 13.3 の付属書 4に示す通り)。ブルガ
リア(2 か所)、デンマーク(11 か所)、ガーナ(1 か所)、ギニアビサウ(1 か所)、インド(6 か
所)、アイルランド(1 か所)、ケニア(1 か所)、マリ(3 か所)、スペイン(1 か所)、ウガンダ(1
か所)、イギリス(1 か所)。また、グリーンランドにおける条約施行の所管当局であるグリー
ンランド内政自治局が、グリーンランド 11 か所の登録湿地について、「ラムサール情報票」
の更新プロセスを 2000 年までに完了するとしたデンマークの声明に留意する。 

 
19. 「1997-2002 年戦略計画」の行動 5.2.3 に定められた登録湿地の管理計画策定についてラム
サール条約の目標を引き上げることに同意し、第 8回締約国(2002 年)までに、各締約国の登
録湿地の少なくとも 4 分の 3 で、管理計画が準備中であるか実行に移されていることを確保
するよう、またこれらの計画の完全な実施を図るよう、締約国に対し要請する。 

 
20. ラムサール登録湿地及びその他の湿地についての管理計画策定の一環として、決議Ⅵ.1 で示
されるような適切なモニタリング制度を採択、適用し、それらのモニタリング制度の中に、
条約の「湿地リスク評価の枠組み」(決議Ⅶ.10)を組み込むことを締約国に奨励する。 

 
21. 「ラムサール登録湿地及びその他の湿地の管理計画策定に関するガイドライン」(決議 5.7)
を科学技術検討委員会が検討する際に助言と経験を述べた締約国及び他の国に対し謝意を表
し、科学技術検討委員会がラムサール第 7回締約国会議文書 13.3、付属書 5で報告している
とおり、このガイドラインの価値が持続していることを再確認し、同ガイドラインのさらに
入念に手を加えられる部分についての科学技術検討委員会の勧告を受け入れ、ラムサール条
約事務局の支援をもって、環境、社会、経済的影響の評価及び費用便益分析、ゾーニング、
多目的利用、緩衝地域の設計と維持、予防的原則適用等への最新のアプローチを検討する、
管理計画策定に関するさらに進んだ手引きを、第 8 回締約国会議での検討に備え準備するよ
う科学技術検討委員会に指示する。 

 
22. さらに、締約国が湿地に関する政策と法的手段を策定するにあたり(それぞれ決議Ⅶ.6 及び
Ⅶ.7)、またラムサール登録湿地及びその他の湿地の管理計画の策定、また適切な場合にはそ
の実施において、地元の利害関係者の十分な参加を促進するにあたり(決議Ⅶ.8)、「ラムサー
ル登録湿地及びその他の湿地の管理計画策定に関するガイドライン」を考慮に加えるよう締
約国に奨励する。 

 
23. 第 6 回締約国会議以降、モントルーレコード掲載湿地のための管理ガイダンス手順が、コス
タリカ、デンマーク、グアテマラ、イランイスラム共和国(3 か所)、イタリア(3か所)で行わ
れ、またその他の多くのモントルーレコード掲載湿地をラムサール条約事務局が訪問し、そ
の湿地管理の問題に対する締約国の取組を支援するために政府関係者等と討議したことに承
認しつつ留意する。 

 
24. 第 6 回締約国会議以降、モントルーレコードから湿地を削除したアルジェリア、ボリビア、
ドイツ、イタリア、メキシコ、南アフリカ、ベネズエラがとった行動を歓迎し、モントルー
レコードに湿地を掲載している締約国に、特にそれが管理ガイダンス手順が行われた湿地の
場合は、モントルーレコードからそれらの湿地を早期に削除することを目的に、それらの湿
地の管理問題に取り組む努力を強化するよう要請する。 

 
25. また、本締約国会議への国別報告書を通じて各締約国が提供した、モントルーレコード登録
湿地の現状についての情報更新を歓迎し、これら締約国の多くが、近い将来モントルーレコ
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ードから登録湿地を削除するよう目指す意思を示したことに喜びつつ留意する。 
 
26. ラムサール登録湿地「De Ijzerbroeken te Diksmuide en Lo-Reninge」は、適切な水量及び
水質の維持が困難であることから、再度モントルーレコードに含める必要があるとするベル
ギーの声明に留意する。 

 
27. 2 か所のラムサール登録湿地(「Tendrivska Bay」及び「Yagorlytska Bay」)が、モントルー
レコードから削除できるようになったとするウクライナの声明を歓迎し、これを確認する情
報が事務局に連絡されていることに留意し、ウクライナ当局に対しこうした湿地の保全と賢
明な利用への努力を継続するよう奨励する。 

 
28. また、ラムサール登録湿地「Ringkobing Fjord」は、さまざまな保全対策を実施した結果、
また 1996 年ラムサール管理ガイダンス手順報告書の勧告に加え、モントルーレコードから削
除できるとするデンマークの発表を歓迎する。 

 
29. 勧告 6.17 で言及される、オーストリアのラムサール登録湿地「Donau-March-Auen」について
は、ドナウ川、オーデル川、エルベ川を結ぶ運河の建設計画があり、それがこの湿地に悪影
響を与えるおそれのあることから、オーストリア、チェコ、スロバキアにある他の登録湿地
と同様モントレーレコードからは削除できないことに憂慮しつつ留意する。 

 
30. モントルーレコードに掲載された湿地ドニャーナ(Donana)の上流で発生した、有毒鉱屑流出
事故の影響に取り組むスペイン当局の多大なる努力を確認し、ドニャーナの生態学的特徴が
維持され回復されるよう、特に「Donana 2005」イニシアチブの実施を通じ、あらゆる可能な
手段を引き続き講ずるよう要請する。 

 
31. オーストラリアが、Coongie Lakes、及びポートフィリップ湾の Western Shoreline の両ラム
サール登録湿地の境界を確定し直す提案をしようとしており、決議Ⅶ.23 で規定される境界
の変更に関する検討のためのケーススタディにこれらの事例を用いようとしていることに留
意する。 

 
32. また、ドイツ、ポーランド、ベラルーシ、ウクライナを結ぶ運河の建設は、湿地に多大なる
影響を与えるおそれがあることに留意し、関連諸国に対し国際越境影響評価手順に従ってこ
うした影響の十分な検討と評価を行うよう促す。 

 
33. モントルーレコードに含まれる湿地を持つ締約国で、本締約国会議に対するその国別報告書
の一部としてまたはその他の適切な手段によって、これらの湿地の保全状況の更新情報を提
出していない国々に対して、できる限り早く提出するように、またこれらの湿地がモントル
ーレコードから削除されるまでに見込まれる時間を報告するよう求める。 

 
34. ラムサール条約事務局に対し、ラムサール条約の「賢明な利用概念実施のためのガイドライ
ン」の適用を実証するモデルとなる管理計画が実施されつつある湿地の記録(「サンホセレコ
ード」)を設置する条約の実現可能性について、科学技術検討委員会からの支援を得て調査し
第 8回締約国会議に報告するよう指示する。 

 
35. 第 6 回締約国会議勧告 6.17(6.17.1～5 を含む)が特定の湿地に関して明らかにした諸問題に
対する行動を、その国別報告書で報告した締約国に対し、謝意を表する。また適切な行動を
取った締約国に対してはこれを祝福し、まだそうした報告をしていないか、改善策を講じて
いない締約国に対しては、できる限り早くそうした行動を取るよう要請する。 
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36. 勧告 6.17.5 に留意し、「地球への贈り物」として「ドナウ川下流域緑の回廊」をＷＷＦ（世
界自然保護基金）インターナショナルと協力して設立するイニシアチブについての、ブルガ
リア、モルドバ、ルーマニア、ウクライナのドナウ川下流諸国を代表してルーマニアが行っ
た声明を心から歓迎する。 

 
37. 第 3 条 2 に従い、1 か所またはそれ以上のラムサール登録湿地における、既に変化した、変
化しつつある、または変化するおそれがある生態学的特徴についての情報を、本締約国会議
に対する国別報告書を通じ提供した以下の締約国に対し謝意を表する。アルバニア、アルゼ
ンチン、オーストラリア、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ボツワナ、ブラジル、カ
ナダ、チリ、コモロ、チェコ共和国、コンゴ民主共和国、ドイツ、ギニア、ホンジュラス、
ハンガリー、アイルランド、日本、リトアニア、マルタ、メキシコ、モンゴル、ニュージー
ランド、ニカラグア、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、ペルー、スリランカ、ガンビ
ア、トーゴ、イギリス、ベネズエラ、ユーゴスラビア。また特に、この件に関する詳細な報
告を行ったオーストラリア、ドイツ、アイルランド、日本、イギリスを賞賛する。そしてこ
の締約国すべてに対し、これらの湿地をモントルーレコードへ含めることをできる限り早く
考慮するよう要請する。 

 
38. 管理ガイダンス手順の費用に充てるため、任意拠出を行った締約国及び諸機関に対し感謝の
意を表するとともに、ラムサール条約の下でのこの取組への支援を継続するようそれらの援
助国、機関に要請する。 

 
39. ラムサール条約のこの手段の目的を端的に示すため、「管理ガイダンス手順」の名称を「ラム
サール諮問調査団」と改めることを決定する。 

 
40. ラムサール条約事務局に対し、資金、人材等の資源が許す限り、モントルーレコードの機構
とそれに伴うラムサール諮問調査団の「成功事例」を文書にまとめ、出版し、普及促進する
よう指示する。
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